
                         

 

 

 
－ごみ減量 みんなが さらなる ひとしぼり－ 
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いままでは大きな袋で保管していて

取り出しにくかった状態でしたが、ブロック

塀で囲まれた取り出しやすい置場を新しく

作りました。 

場所は、吉川支所の公用車専用駐車場

内の JA ATM横です。 

植木チップは、家庭から回収された植木

剪定くずをチップ化したもので、家庭菜園 

などで利用できます。 

自由にご利用できますが、袋などの

入れ物とスコップなどはご自身でご用意くだ

さい。 

 
庭木などの剪定した枝や、刈葉などを可燃ごみとして

出すと、資源になるはずの量が可燃ごみに加わって、

ごみの量が増えることになります。 

剪定したものは、植木剪定くずの回収日に出し

ましょう。皆さんが出した植木剪定くずをチップと

して再び利用し、資源化が進むよう分別にご協力を

お願いします。 

チップになったばかりのものです。しばらくすると発酵

して堆肥の材料になります。 

 

裏面にその他に資源化できる

ものを掲載しています 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                 (単位：kg)  

 吉川支所 西公民館 役場本庁 中央公民館 計 

平成 29年 10月 196  32  21  45  294  

平成 29年 11月 184  31  57  24  296  

平成 29年 12月 108  61  8  9  186  

平成 30年 11月 87  10  10  7  114  

平成 30年 12月 71  17  12  17  117  

合計 646  151  108  102  1,007  

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

              

 

                               

 

 

収集した可燃ごみの中に、お菓子の包み紙やティッシュペーパーの箱、封筒などの

紙類がよく混じっています。 

これらは本来「その他紙類」という分別区分になりますが、紙の大きさがふぞろいで

まとめづらいものです。このような紙の場合は不要になった封筒や紙袋に入れ、中身が

いっぱいになったら口の部分を折り返し、ひもで十字結束するなどして出してください。

今まで「可燃ごみ」に混じっていたごみが資源として再生されます。 

昨年 10月から、町内 4施設に回収ボックスを設置して使用済

小型家電の回収を行っています。 

回収した小型家電は、国の認定を受けた事業者が、分解・

破砕し金属類やプラスチックごとに選別し資源として再生

します。 

これまでの回収量は、以下のとおりです。 

豊能町では、ごみの減量・資源化事業の一環として、役場

本庁と吉川支所の屋外にステンレス製の回収ボックスを

設置し、食用廃油を回収しています。回収されたものは、

リサイクル資源として生まれ変わります。 

対象となるのは、町内の家庭から出される食用の植物性

油（サラダ油、コーン油、ゴマ油、パーム油など）です。 

なお、ラードなどの動物性油、また植物性油と動物性油を

混合した油は回収できませんので、回収ボックスへは入れ

ないようにしてください。 

お持ちいただいた方には、食用廃油から作られた台所用複合

せっけんを無料でお渡ししています。 

回収ボックスを利用できるのは、平日の 9時から 17時まで。

土曜・日曜・祝日・年末年始の閉庁時は利用できません。また、

持参された容器は各自お持ち帰りください。 

少しでもごみの減量と資源の再生につながるよう、引き続き 

皆さんのご協力をお願いします。 

過去 5年間の食用廃油回収実績  

（単位：kl） 

近年の推移から、回収量は年々減少する傾向が見受け

られます。 

ごみの減量と資源の再生につながるよう、今後も食用

廃油回収へのご協力をお願いします。 

回収当初に比べ回収量が減ってきていますが、限りある資源を有効活用し、資源化を進めるため、

ご家庭で不要になった小型家電の回収に今後ともご協力をお願いします。 

 

「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」に参加しています。                
2020年に東京で開催されるオリンピック・パラリンピック競技大会の入賞メダルに、不要になった 

小型家電に含まれるリサイクル材が活用されることになりました。              

東京 2020組織委員会が主催するこの取り組みに全国の自治体が、小型家電の回収で協力する 

ことになり、本町も使用済小型家電の回収を通じプロジェクトへ参加しています。 

みんなの思いがこもったメダルを東京 2020 オリンピック・パラリンピックのアスリートに届けましょう！ 

詳細は、プロジェクトのホームページ（http://www.toshi-kouzan.jp）をご覧ください。 

                                            （主催＝東京 2020組織委員会） 

 

2.77 2.62 3.10 
2.31 1.94

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

（2月末時点）

食用廃油 

使用済小型家電 

資源紙類 

※ティッシュペーパーの取り出し口のビニールは、きれいにはがれたら「容器包装 

プラスチック類」として出してください。 

また紙に個人情報が記載されている場合は、できる範囲でその部分を切り取って 

細かくちぎって「可燃ごみ」へ、そして残った部分は紙袋などに入れて「その他 

紙類」としてそれぞれ出してください。 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

かかりつけの医療機関へ 

処理を依頼してください 

在宅医療によって発生するごみや廃棄物については、次のとおり出してください。 

ごみの種類ごとに定められた方法にしたがい、在宅医療廃棄物を安全に、そして適正に処理でき

るよう皆さんのご協力をお願いします。 

 

 
紙・ナイロン・プラスチック類 （針、金属のついていないもの） 

紙おむつ     点滴バッグ      チューブ類        吸入器   など 

 

（例） 

ガラス製の薬ビン  など 

 経腸栄養剤のカン  など 

 
血糖値測定器 （本体）  など 

 

針や注射器類 

（例） 

注射針         注射器 （本体）       インスリン注入器     など 


